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▶本冊子にて、マンション管理に関する基本事項をご確認ください。
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ムページから該当ページをご覧ください。

本冊子の使い方

●本冊子は、主として区分所有者が自ら居住する住居専用の単棟型のマンションを想定してい
ます。
●バックナンバーは発行時点の情報となっており、その後の法改正などに対応できていない場
合がありますので、最新の情報を確認のうえご活用ください。

●PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader 
DC をダウンロード（無償）してください。

●当機構及びリンク先のホームページのご利用やAdobe Acrobat Reader DC のダウン
ロードには別途通信料がかかる場合がありますのでご留意ください。
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は じ め には じ め に
　大阪市マンション管理支援機構では、これまで、マンション管理に関する疑問にお応え
する「マンション管理Ｑ＆Ａ集（vol.1～vol.10）」や、様々なテーマでマンション管理をサ
ポートする「マンション管理サポートブック（vol.1～vol.8）」を発行してきました。
　本冊子は、これらのバックナンバーを中心に基本事項を抜粋して一冊にまとめ、さらに、
関連するテーマを特集しているＱ＆Ａ集やサポートブックへのご案内情報も併せて掲載し
ておりますので、管理組合の皆様がご自身のマンションを管理する際のハンドブックとして
ご活用ください。
　本冊子が、管理組合の皆様にとりまして、適正なマンション管理のための一助になれば
幸いです。

大阪市マンション管理支援機構

　大阪市マンション管理支援機構では、これまで、マンション管理に関する疑問にお応え
する「マンション管理Ｑ＆Ａ集（vol.1～vol.10）」や、様々なテーマでマンション管理をサ
ポートする「マンション管理サポートブック（vol.1～vol.8）」を発行してきました。
　本冊子は、これらのバックナンバーを中心に基本事項を抜粋して一冊にまとめ、さらに、
関連するテーマを特集しているＱ＆Ａ集やサポートブックへのご案内情報も併せて掲載し
ておりますので、管理組合の皆様がご自身のマンションを管理する際のハンドブックとして
ご活用ください。
　本冊子が、管理組合の皆様にとりまして、適正なマンション管理のための一助になれば
幸いです。

大阪市マンション管理支援機構

（1）管理組合
①組織構成
　管理組合は、マンションの建物やその敷地、附属
施設の管理を行うため、組合員の全員で構成される
団体です。総会で選任された役員が、管理規約に基
づいてマンションを適正に維持管理していく上で必
要な業務を行います。
　2016年3月には、役員のなり手不足等の解消策
として、組合員ではない外部専門家が、管理組合の
役員や管理者に就任する場合の規定例等が整備さ
れるとともに、外部専門家である役員の適正な業務
運営を担保するための措置の具体例を示すガイドラ
インがまとめられました。

参考 外部専門家の活用ガイドライン（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf

詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P5／「Q&A集vol.10 総集編」P3
「サポ－トブックvol.2 新任役員」P2

②管理組合の業務
　国土交通省が定めるマンション標準管理規約（以下「標準管理規約」という）第32条において、次の
とおり規定されています。

・管理組合が管理する敷地及び共用部分の保安、保全、
保守、清掃、消毒及びごみ処理
・組合管理部分の修繕
・長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修
繕計画書の管理
・建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関
する業務
・マンション管理の適正化の推進に関する法律（以下「適
正化法」という）第103条第1項に定める、宅地建物取引
業者から交付を受けた設計図書の管理
・修繕等の履歴情報の整理及び管理等
・共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保
険に関する業務

・区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合
が行うことが適当であると認められる管理行為
・敷地及び共用部分等の変更及び運営
・修繕積立金の運用
・官公署、町内会等との渉外業務
・マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災
並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
・広報及び連絡業務
・管理組合の消滅時における残余財産の清算
・その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関す
る業務

詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P5／「Q&A集vol.2 修繕編」P3

（1）賃貸マンションとの違い
　賃貸マンションでは、建物等の維持管理は家主が家
賃収入等で行いますが、分譲マンションでは、「共用部
分」の維持管理は、区分所有権を有する区分所有者（以下

「組合員」という）の全員で構成される「管理組合」が徴
収する管理費や修繕積立金で行わなければなりません。
詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P3

（2）「専有部分」と「共用部分」の範囲
　建物等は管理組合が管理する【共用部分】と、組合員
が単独で管理する【専有部分】に分かれます。
　【共用部分】は右図の【専有部分】以外の部分になりま
す。
詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P3／「Q&A集vol.2 修繕編」P3

「サポートブックvol.2 新任役員」P4

管理組合の運営について

分譲マンションの特徴について

2

1

管理組合の組織図
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【専有部分】の範囲（上図の着色部分）

・住戸番号を付した住戸
・他と区別する構造物のうち下記のもの
　①天井、床及び壁の躯体部分を除く部分
　②玄関扉は、錠と内部塗装部分
※窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれません
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⑥理事会
　組合員から選任された理事で構成される理事会は、管理規約もしくは使用細則又は総会の決議によ
り理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定などを行います。その業務は多岐にわた
るうえ、予算執行にも深く関わるため、マンション管理標準指針では、月に１度は開催して理事の全員で
状況を把握することが望ましいとされています。また、特定の課題の調査や検討を行う専門委員会（大
規模修繕委員会・管理規約委員会など）を理事会の諮問機関として設置している組合も多くあります。

参考 マンション管理標準指針コメント　一　管理組合の運営（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001080790.pdf

 
詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P5-6／「Q&A集vol.6 チェック編」P4／「Q&A集vol.10 総集編」P3-4

「サポ－トブックvol.1 総会運営」P2・P6／「サポ－トブックvol.2 新任役員」P2・P4／サポ－トブックvol.5 大規模修繕工事」P9

（2）管理規約
　マンションの最高自治規範である管理規約は、組合員はもちろん、同居されている方や賃借されて
いる方も遵守しなければなりません。
　国土交通省より、標準管理規約が公表されており、法改正やマンションを取り巻く情勢の変化に対
応してこれまで何度か改正されていますので、ご自身のマンションの管理規約を改正する際に参考と
してください。

参考 マンション標準管理規約（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html 

詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P9-10／「Q&A集vol.7 建替え検討編」P3／「Q&A集vol.10 総集編」P4
「サポ－トブックvol.2 新任役員」P2／「サポ－トブックvol.7 超高齢者会のマンションライフ」P9

（3）管理組合業務の委託
　管理組合業務の全部または一部を管理会社に
委託している管理組合が多くあります。マンショ
ン管理のプロとして、管理会社を良きパートナ－
として活用することは大切ですが、管理の主体は
あくまで管理組合です。そのため、管理会社に任
せきりにせず、各組合員が、自分のマンションは
自分で守るという意識が大切です。

参考 マンション標準管理委託契約書（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000163.html

詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P7-8／「Q&A集vol.10 総集編」P8
「サポ－トブックvol.2 新任役員」P3／「サポ－トブックvol.4 トラブル解決」P11

③組合員
　マンションを購入や相続等により取得した人は、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有
法」という）第3条により自動的に管理組合の構成員として組合員になり、区分所有法第６条により、共
同の利益に反する行為をすることが禁止されます。

④役　員
　管理組合の役員には理事と監事があり、その人数や職務は管理規約で定められています。理事長
や副理事長のほか、会計を担当する理事などは、理事のうちから理事会で選任します。
　一方、監事は理事会から独立して、管理組合運営や財務管理が正しく行われているかを監査し、総
会に報告します。

役員に就任したら、職務を果たすために必要な� �
基本的な情報を把握しましょう。
・管理規約や使用細則の内容を確認する
・管理委託契約書の内容を確認する
・設計図書等の保管状況を確認する　　　など

⑤総　会
　管理組合の最高意思決定機関である総会は、マンション管理に関する重要事項の決定を行う際な
どに開催されます。総会には、毎年1回開催する「通常総会」と、必要に応じて開催される「臨時総会」
があり、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければなりません。通常、議事は出席組合
員の議決権の過半数で 決しますが、規約の制定、変更又は廃止など特定の議事については組合員総
数及び議決権総数の各 ４々分の3以上（建替え決議の場合は5分の4以上）で決することになります。

白紙委任状や議決権行使書の取扱いを確認しましょう。
　自身の都合で総会に出席できなくても、委任状や議決権行使書を管理組合に提出すること
により、総会での決議に参加することが出来ます。
▪白紙委任状▪

　委任者の署名・押印のみがされた委任状で、その委任状を託された方が委任者の議決権を行使で
きるようになります。
　なお、白紙委任状を議長に委任されたものとして扱う旨を明記した委任状用紙を用いている管理
組合もあります。

▪議決権行使書▪
　議案ごとにあらかじめ賛成するか反対するかを表明する書面で、期日前投票のようなものです。
　委任状と議決権行使書の両方が提出された場合は、議決権行使書が優先されます。
　委任状や議決権行使書の提出後であっても、総会に出席して議決権を行使することが可能です。

2. 管理組合の運営について　前ページからの続き
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敷地及び共用部分等の管理について3
（2）計画的な修繕

①長期修繕計画の作成・変更

長期修繕計画の目的
　マンションで快適に長く住み続けるには、計画的な修繕を行って建物や設備の機能を維持・向上す
ることが必要になります。そのため、将来見込まれる修繕工事や改良工事の内容、概算費用、実施時
期の目安と、それらに基づいた修繕積立金の収支計画が必要です。計画的な修繕の実施に向けた長
期修繕計画を作成しましょう。

長期修繕計画を作成する際は、次の内容について検討しましょう。
ⅰ 将来見込まれる修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を

新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とし、
設定します。

ⅱ 組合員の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向
上させる改良工事を設定します。

ⅲ 計画期間において、法定点検等の点検及び定期的な補修工
事を適切に実施します。

ⅳ 修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、  
その結果に基づいて判断します。

長期修繕計画

…………………

…………………

　………

　………

　………

長期修繕計画の期間

計画期間 期間の根拠
新築マンション ３０年以上 おおよそ３０年程度で取替が見込まれる設備の修繕を含む期間

既存マンション ２５年以上 周期１２年程度の大規模修繕が2回程度含まれる期間

収支計画の検討
　長期修繕計画は、「計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額≦修繕積立金の累計額」となるよ
うに計画します。この時、推定修繕工事費に、建物及び設備の性能向上を図る改良工事費も含めて検討
するようにしましょう。

参考 長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン
長期修繕計画作成ガイドラインコメント（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001172730.pdf

参考 マンションの修繕積立金に関するガイドライン（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

（1）保守点検
　建物等を長期にわたって良好に維持管理していくた
めには、さまざまな点検が必要です。保守点検には、日
常的な清掃等と併せて行う「①日常点検」、定期的に行
う「②定期点検」（法令で義務付けられている「法定点
検」のほか、専門業者等との保守契約による点検と管
理組合が自主的に行う点検があります。）、そして、被災
や不具合の発生に伴って行う「③臨時点検」があります。

①日常点検
　日常点検は、共用部分である外壁、エントランスホ－ル、共用廊下、階段、屋上、エレベ－タ－、給排
水設備、機械式駐車場などについて、日常的な清掃時などに目視により点検します。

②定期点検
法定点検
　一定規模以上のマンションについては、建築基準法・消防法・
水道法などの法律により、建物や設備を定期的に調査・点検し、
行政庁等へ報告することが義務付けられています。
　また、行政庁等への報告には一定の資格が求められることが
多いため、専門家に依頼することが一般的ですが、その他の専
門業者等との保守契約による点検も含め、専門家等に任せっき
りにせず、管理組合は専門家等からしっかりと説明を受け、報告
書の内容に目を通してチェックするようにしましょう。
その他の点検
　法定点検以外で定期的に行われる点検としては、「昇降機の日本工業規格に基づく点検、機械式駐
車場の点検など保守契約による点検」と、「管理組合が建物·設備全体を自主的に点検するもの」があ
ります。

③臨時点検
　台風や地震などの災害後の共用部分の状況について、壊れた（壊れかかった）ところはないかなど
を目視で確認します。このような点検は、緊急性の判断や大規模修繕工事の実施時期の検討材料と
しても有用です。

参考 マンション管理標準指針コメント　四　建物·設備の維持管理（国土交通省）
http://www.mlit.go.jp/common/001080793.pdf

詳しくは  「Q&A集vol.2 修繕編」P5-6／「Q&A集vol.6 チェック編」P5-6
「サポ－トブックvol.2 新任役員」P5-6

共
用
部
分
の
保
守
・
点
検

①日常点検

②定期点検

③臨時点検

法定点検

その他の
点検

点
検
で
す

ど
う
ぞ

お
願
い

し
ま
す
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修繕周期
　主な部分の修繕周期については、部材の耐用年数や修繕履歴等を踏まえ、現状の調査・診断を 
行って設定することが必要です。

経　年経　年

累
計
積
立
金
額

累
計
積
立
金
額

（万円）6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

修繕工事と資金のシミュレーション

1284 16 20 24 3028

外
壁
・
鉄
部
の
塗
装

給
水
管
・
鉄
部
の
塗
装

鉄
部
の
塗
装
・
外
壁
の
全
面
改
修

屋
上
防
水
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
給
水
ポ
ン
プ

鉄部の塗装は
4～６年ごとに
発生します

残金が少なくなったので
一時金を集める必要も。

修繕積立金と
修繕費の差が

残っている金額です

（1）仮設工事
（2）屋根防水
（3）床防水

経年
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外壁や給排水管の改修には
多額の費用が必要です

不足

修繕積立金

修繕費

詳しくは  「Q&A集vol.2 修繕編」P9-10／「Q&A集vol.6 チェック編」P5-6／「Q&A集vol.7 建替え検討編」P3-8／「Q&A集vol.10 総集編」P6
「サポ－トブックvol.8 管理組合会計」P7

②修繕積立金が不足する場合の資金調達方法
　修繕積立金の積立て方式には、長期修繕計画に基づいて毎月均等に積み立てる方法と、数年間隔
で月々の積立金額を段階的に引き上げていく方法があります。
　しかし、組合員の合意が得られず段階的な引き上げが出来なかったり、台風などの修繕で積立金を
取り崩さざるをえなかった場合など、計画的な修繕のための資金が不足する場合がありますので、そ
の場合は、各組合員から一時金として一括で徴収するか、金融機関から融資を受けるなどの方法によ
り、必要な資金を確保する必要があります。

（独）住宅金融支援機構の融資制度などの活用も検討しましょう。
マンション共有部分リフォーム融資
　修繕工事の資金調達方法として、活用が考えられます。
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/index.html

マンションすまい・る債
　また、修繕積立金の運用として、同機構が発行する「マンションすまい・る債」（債券）
の購入が考えられます。
　現在、マンションすまい・る債を購入した管理組合には、マンション共用部分リフォーム
融資の金利引き下げ等の特典があります。
https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/index.html

詳しくは  「サポ－トブックvol.８ 管理組合会計」P９

3. 敷地及び共用部分等の管理について　前ページからの続き

長期修繕計画の見直しと計画の管理
　分譲時に販売会社から長期修繕計画書を引き継
がれた管理組合も多いと思いますが、マンションは
建物の竣工後から劣化を始めます。また、社会環境
や生活様式の変化、建築資材や工法等の開発、物価
や消費税率等の変動など不確定な要素を含んでい
ますので、現状に即した計画へ定期的（5年程度毎）
に見直すことが重要です。見直しにあたっては高度
な専門知識が必要になるため、委託している管理会
社や建築士等の専門家に依頼します。管理組合とし
ては、専門家と相談しながら一緒に計画書を作り上
げるために、継続性のある専門委員会を理事会の諮
問機関として設けるなどの体制整備を図りましょう。

見直し作業のフローチャート

総
会
決
議

（
長
期
修
繕
計
画
及
び
修
繕
積
立
金
の
額
の
見
直
し
）

理
事
会・専
門
委
員
会
に
よ
る
検
討

（
長
期
修
繕
計
画
の
見
直
し
事
項
等
）

発
意（
理
事
会
）

長
期
修
繕
計
画

（
総
会
議
事
録
）の
配
付

保
管

出典：長期修繕計画標準様式、作成ガイドライン、同コメント／国土交通省
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務
委
託
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約

調
査
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断
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施
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計
図
書
等
の
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料
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査
、

現
地
調
査
、必
要
に
応
じ
て

区
分
所
有
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

長
期
修
繕
計
画

及
び
修
繕
積
立
金
の

額
の
見
直
し

マ
ン
シ
ョ
ン
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
検
討

区
分
所
有
者
へ
の

事
前
説
明
会

長期修繕計画では調査・診断の結果と以下のポイントをもとに、修繕積立金の
見直しも検討しましょう。（工事費の累計額と修繕積立額の収支の可視化がポイント！）
ⅰ 建物各部の現状、修繕対象部分と改修仕様および工法、修繕周期をまとめた表
ⅱ 修繕対象部位ごとの長期修繕計画サイクル表
ⅲ 修繕費用算定計画表（ ⅰ、ⅱ を基に算出）
ⅳ 時代に即したアップグレードを施す項目の計画
ⅴ 推定修繕工事の累計額と修繕積立金の累計額を示す表
ⅵ 資金計画グラフ（収支がわかるように ⅴ を折れ線グラフで表したもの）

○○○○○○
○○○○○○

○○○○
○○

今
回
の
修
繕
の

ポ
イ
ン
ト
は…
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管理組合の体制（大規模修繕工事）
　管理組合の役員は、任期が１～２年と短いことが多い上に、多様な業務を行わなくてはなりません。
そのため、大規模修繕工事のように長期間に渡って特定の課題を調査又は検討する際には、修繕委
員会を理事会の諮問機関として設置して実施するケースも多く見られます。

通常
（臨時）
総会

大規模修繕工事に向けて
承認が必要な事項
・修繕委員会設置細則の制定
・大規模修繕工事の実施
　（工期・工法・費用など）
・予算計上

※修繕委員の中に設計事務所や建設会社の関係者がいる場合は、専門家や施工会社選定の際に利害が
　ないように注意しましょう。

管理組合員

理 事 会

要望・
アンケート

アンケートの
集約結果

諮問 答申

修繕委員会
・大規模修繕工事の方針検討、対外折衝、住民対応、
広報などの役割を担います。

・役員経験者、専門知識を有する者※のほか、老若男女を問
わず様々な立場の人で構成します。

議案

工事を発注する際の契約関係書類を確認しましょう。
　総会の決議を経て、施工会社と工事請負契約を締結します。
　工事請負契約書は、工事実施に関する重要な書類ですので、契
約に違反した時の処理方法なども含めて詳細に規定しておきます。
　契約条件が示されたら、工期、工事中の安全管理体制、施工監
理体制、工事代金の支払い方法、瑕疵保証、アフタ―サ－ビスなど
について十分に確認しましょう。

ふ
むふ

む

契約書

参考 リフォ－ムに関する電話相談、リフォ－ム見積チェックサ－ビス（無料）
（（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター）
https://www.chord.or.jp/reform/consult.html

参考 マンション大規模修繕工事に関する実態調査（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

詳しくは  「Q&A集vol.2 修繕編」P11-12
「サポ－トブックvol.2 新任役員」P7-8／「サポ－トブックvol.4 トラブル解決」P10／「サポ－トブックvol.5 大規模修繕工事」P3-4・P9

③大規模修繕工事の進め方

実施時期等の決定方法
　大規模修繕工事は、長期修繕計画で予定していた実施時期、工事内容を機械的に実施するのでは
なく、過去に行った工事の保証内容や調査・診断の結果を十分に検証して、実施する工事の内容を専
門家の意見も参考にしながら管理組合が決定します。実際には、建物の調査・診断を基に理事会で実
施時期、工事内容等を検討して、総会で決定することになります。

工事費用の支出
　大規模修繕工事に必要な経費を修繕積立金から支出するためには、総会の決議が必要になります。

工事の種類
違　い 大規模修繕工事 日常的な小規模の補修工事

予　　算 修繕積立金 管理費

一般的な流れ
　大規模修繕工事の実施に向けた準備段階から、工事後のアフタ―メンテナンスまでの流れについ
て、次のフローを参考にしてください。

準　備

調査・計画

施工会社選定施工会社選定

大規模修繕工事実施発意、
管理組合での体制づくり

調査・計画に関する業務を
委託する専門家(コンサルタント)
の選定

専門家との業務委託契約
に関する総会決議

工事のお知らせと準備 工事着工 工事完了 アフターメンテナンスの
実施

施工会社との請負契約
工事の内容と
資金計画などに関する
総会決議

施工会社の選定(リスト
アップ、見積依頼、内定)

設計図等の
作成

大規模修繕工事
　基本計画の
説明、方針決定

修繕内容の検討、
大規模修繕工事
基本計画の作成

アンケート及び
建物診断の
結果報告

建物の調査、
診断の実施

工　事 

3. 敷地及び共用部分等の管理について　前ページからの続き
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（3）管理に必要な書類等
設計図書
ⅰ「適正化法 第103条1項」で宅地建物取引業者から管理組合へ交付が定められているもの

□ 竣工時の付近見取図 □ 配置図 □ 仕様書（仕上げ表を含む） □ 各階平面図
□ ２面以上の立面図 □ 断面図又は矩計図 □ 基礎伏図 □ 各階床伏図
□ 小屋伏図 □ 構造詳細図 □ 構造計算書

ⅱ その他修繕に有用な書類
□ ⅰ 以外の設計関係書類（数量調書、竣工地積測量図等）
□ 特定行政庁関係書類（建築確認通知書、日影協定書等）
□ 消防関係書類　　□ 機械関係設備施設の関係書類　　□ 売買契約書関係書類　等
※ 2001年8月1日以前に建設工事が完了したマンションについては、適正化法施行前のため記載図書が交付さ

れていない場合もあります。
※マンションの実態に応じて、具体的な図書を規約に記載することが望ましいとされています。

詳しくは  「Q&A集vol.2 修繕編」P7

長期修繕計画
　25年から30年の期間内に予想される修繕
工事の内容や必要な工事費を算出し、月々の
修繕積立金を設定するために策定します。
詳しくは  本冊子 P8

修繕等履歴情報の整理および管理等
　自主点検や大規模修繕工事による修繕履歴情報を整理し、管理しておくことにより、建物や設備の
劣化傾向の把握につながり、適切な時期に適切な内容の修繕を行うための判断材料となります。

④改良工事の重要性
　定期的に修繕工事を実施していても、建築後、相当の年数を経過すると経年劣化による安全性の
不安が生じたり、設備等が住民の要望に合わなくなる場合があります。これらの改善に向けて検討す
る場合、組合員の協力が得られやすいように、アンケ－ト調査などで要望をしっかりと把握したうえで、
慎重に判断する必要があります。

参考 改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001064898.pdf

詳しくは   「Q&A集vol.5 再生編」P3-8／「Q&A集vol.6 チェック編」P11-12／「Q&A集vol.7 建替え検討編」P7-8  
「Q&A集vol.10 総集編」P10
「サポ－トブックvol.5 大規模修繕工事」P2／「サポ－トブックvol.7 超高齢社会のマンションライフ」P11
「サポ－トブックvol.8 管理組合会計」P8

大規模修繕工事の実施と� �
総会決議との関係を理解しましょう。
Q. 大規模修繕工事は、普通決議で良いのでしょうか、特別決議が

必要なのでしょうか。

A.�大規模修繕工事において敷地及び共用部分等の変更を伴う工
事は特別決議が必要となりますが、その他の場合は普通決議に
より決定します。

詳しくは  「サポ－トブックvol.1 総会運営」P8

3. 敷地及び共用部分等の管理について　前ページからの続き

共用部分に関わる損害保険金の給付履歴を� �
整理しましょう。
　給排水管の漏水事故で保険金給付を受けた場合は、保
険会社が行う事故原因の調査結果を、管理組合にも開示
するよう保険会社に働きかけましょう。再発防止に役立て
ること以外に、給付履歴とあわせて長期修繕計画の見直
しに役立てることができます。

修
繕
計
画

修
繕
履
歴

組
合
員
名
簿

管
理
規
約

保
険
給
付
履
歴

性
能

経年
初期性能

国土交通省「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」より

修繕 ➡ ：劣化した建物又はその部分の性能・機能を実用上支障のない状態まで回復させる工事
改良 ➡ ：建物各部の性能・機能をグレードアップする工事
改修  　：修繕及び改良（グレードアップ）により、建築物の性能を改善する変更工事

劣化 補修

劣化 補修

劣化 補修

社会の変化等により
向上していく水準

1回目の大規模修繕
（12年目程度）

2回目の大規模修繕
（24年目程度）

3回目の大規模修繕
（36年目程度）

修
繕

改
良

今日の一般的住宅水準

修
繕

改
良改修

改修

劣化等によりに安全性の低下がみられ問題のある場合には
その安全性に関わる項目の対応は必須となる

従来の修繕を
くりかえすのみでは、
一般的な要求水準は
満たされない

従来の修繕を
くりかえすのみでは、
一般的な要求水準は
満たされない

改
良

修
繕

改修

回数を重ねるごとに、改良の割合を大きくした改修工事とすることが重要！！

主な修繕箇所

鉄部塗装

共用廊下床防水

自転車置場バルコニー
床防水

タイル改修

シーリング

外壁塗装 屋上防水

13 14



管理組合の会計について4
（2）管理組合の収入及び支出

　組合員は、敷地及び共用部分等の維持管理に要する経費に充当するため、管理費及び修繕積立金
を管理組合に納入しなければなりません。
　管理組合は組合員に活動状況を明らかにするために、会計年度ごとにその収支及び資産の状況を
正確に把握して報告しなければなりません。
詳しくは  「Q&A集vol.1 基本編」P8／「Q&A集vol.6 チェック編」P9-10

「サポートブックvol.8 管理組合会計」P2

（3）予算・決算
　「管理費」は共用部分の維持管理（清掃や日常的な小規模修繕等）に必要な１年分の短期資金となり、

「修繕積立金」は将来の計画修繕に必要な長期資金となります。
　資金の使途によって管理口座を分け、予算を作成し、決算処理を行うことが求められます。

①収支予算の作成及び変更
　収入は毎月の管理費・修繕積立金を12倍した金額に設備使用料・受取利息・その他雑収入を加えま
す。また、支出はその大半が、通常、毎期経常的に支出されることから、前年度の予算執行状況を参考
に予算を作成することが一般的です。年度途中で予算を変更する必要が生じた場合は、臨時総会を
開催して承認を得なければなりません。

②会計処理
　管理組合の会計処理は、組合員から徴収した管理費等（管理費及び修繕積立金）を目的別の会計区
分に収納する「請求・入金処理」と、管理業務の委託先等への「発注・支払処理」から成り立っています。

 

詳しくは  「Q&A集vol.4 会計と税務編」P5・P8／「Q&A集vol.6 チェック編」P9-10

（1）管理組合の会計の原則
予算準拠主義（管理会計）
　管理組合会計は、財産の管理保全等にあたって最小限の費用で最大限の効果を得ることを目的と
していますので、「予算」は大変重要な役割を果たします。収入も支出も総会で承認された「予算」に基
づいて執行されますので、予算と決算を比較してその差異を分析することにより、次年度の予算編成
の際に不必要な業務の見直しなどにも役立ちます。

目的別会計
　管理費は日常の管理に、修繕積立金は計画修繕に充当することが標準管理規約でも定められており、
収支を明らかにするため、管理費会計と修繕積立金会計を区分して会計処理を行います。これは目的の
異なるものは目的別の会計を設定する会計の原則によるもので、原則として相互振替は行いません。

現金主義と発生主義
　会計の考え方には、現金主義と発生主義があります。例えば、現金主義による考え方では、管理費
が未納の場合、現金を収受していないので管理費の収入が計上されませんが、発生主義による考え
方では納入期限の到来という事実に基づいて収入を計上します。ただし、現金の入金がないので「未
収金」として処理をします。
　管理組合の収支及び資産の状況を適正に把握して報告するためには、現金主義ではわからない管
理費等の滞納や支払いを終えていない補修工事代金など、実態が明瞭になる発生主義によって会計
処理をすることが望ましいと思われます。

分　類 収支計算書作成の基礎 特長
現金主義 現金の入出金の事実 簡単で誤りが少ない
発生主義 事実の発生 会計の知識に基づいて事実の発生を判断することが必要

貸借対照表に計上する資産
　マンションの敷地、建物、駐車場設備等は、マンションの組合員
の共有資産であり、管理組合の資産ではないため貸借対照表に計
上されません。また、管理組合で購入した什器備品（パソコン、防犯
カメラなど）も資産として計上されることはなく、支出として経費処
理されます。これは、管理組合の会計では企業会計のように一定
の会計期間での事業の収益結果を計算する考え方がないため、固
定資産を計上して、それらの使用期間に費用配分する減価償却を
行う必要がないことが理由です。ただし、収益事業として駐車場を
新設したり、売電収入を目的として太陽光パネルを取得して設置し
た場合は、資産として計上し、減価償却を行うことが可能です。

詳しくは  「Q&A集vol.4 会計と税務編」P3／「Q&A集vol.6 チェック編」P9-10／「Q&A集vol.10 総集編」P6
「サポートブックvol.1 総会運営」P5

管理組合の会計処理
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請求・入金処理
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求

→
業
者
発
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支
　出

発注・支払い処理

月次会計処理

会計担当
理事による
チェック
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（4）管理費等の徴収
　管理費等は全組合員で負担する必要があり、徴収方法としては、
組合員が各自開設する預貯金口座により管理組合の口座に振替
する方法が一般的です。

専用使用部分の使用料の会計区分を確認しましょう。

専用庭やバルコニ－などの敷地及び共用部分の使用料
　それらの管理に要する費用として、「管理費会計」で処理します。

機械式駐車場の使用料
　機械式駐車場の維持管理には、多額の修繕費用が
発生するため、長期修繕計画作成ガイドラインでは機
械式駐車場にかかる使用料を「管理費会計」及び「修
繕積立金会計」と区分して「駐車場使用料会計」を設
けることが望ましいとされています。しかしながら、駐
車場使用料だけで機械式駐車場の維持管理に必要
な資金を確保できないことも考えられますので、個々
のマンションの状況に応じて適切な方法を選択する
ようにしましょう。

詳しくは  「Q&A集vol.4 会計と税務編」P4・P7／「Q&A集vol.９ 駐車場問題解決編」P7
「サポートブックvol.1 総会運営」P6

管理費等の延滞（滞納）への対応について� �
知っておきましょう。
　標準管理規約では、管理費等の「延滞」が発生した場合、
遅延損害金に違約金（弁護士費用並びに督促及び徴収の諸
費用など）を加算して、その組合員に請求することができる
とされています。
　また、管理費等を滞納したまま組合員が専有部分を売却
した場合、組合員の特定承継人である新たな組合員が支払
義務を負うことになります。

詳しくは  「Q&A集vol.8 滞納問題解決編」P3

（5）会計書類等の作成・保管
　作成・保管すべき会計書類等としては、領収証や請求書、会計
帳簿、什器備品台帳、組合員名簿、管理委託契約書、修繕工事請
負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがあります。
　他にも、総会や理事会の議事録（予算・決算資料など）、管理規約
の改正関係資料などは大変貴重な参考資料ですので、永年保存
が望まれます。そのための情報のデジタル化の費用などを予算化
するなど、省スペース化を考慮した環境整備の検討も大切です。
　また、管理組合の会計書類等の保存期間については、法律で
定まっているわけではありませんので、管理規約や使用細則で
決めることになります。

詳しくは  「Q&A集vol.4 会計と税務編」P5-8／「Q&A集vol.6 チェック編」P9

4. 管理組合の会計について　前ページからの続き

監事がチェックする際のポイントを確認しましょう。
　監事は、管理組合の業務が適切に行われているのかを監査（業務監査）するとともに、管理
組合の財産管理が適切に行われているかを監査（会計監査）します。
　会計監査の際は、総会に提出される収支計算書や貸借対照表等について、以下の確認ポイ
ントを参考にチェックするようにしましょう。

Ⅰ.全体像の把握
・前期の決算書との整合性のチェックをします。
・ 附属明細書とお金の動きを証明する証拠書類のすべてが漏らすことなく集められている

かの確認と、内容のチェックをします。
・銀行預金の残高証明書の原本の確認と現金残高の照合をします。

Ⅱ.個別の項目の検討
・前期実績と当期実績の実績値を比較し、異常値の有無を確認します。
・当期予算と当期実績を比較し、予算に準拠して業務が行われたかを確認します。
・前期実績と当期予算を比較し、当期予算の妥当性を検証します。

Ⅲ.収入項目では、予算金額と不一致があった場合に、その原因を確認します。

Ⅳ. 支出項目では、予算を超えて支出された重要な金額があれば、その支出の妥当
性と管理組合で承認されているかを確認します。

　上記の確認ポイントは、理事会で理事が月次の会計報告を
チェックする場合や、総会で組合員が決算書をチェックする場合
にも活用できますので、参考としてください。

管理
委託

契約
書

会計
帳簿

組合員

名簿

修繕工事
請負

契約書

什器備品
台帳

保険証券

決 算 書

0.

1 2 3 -

4 5 6 +

7 8 9 =

0 00 ・
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（1）コミュニティ形成の重要性
　大規模地震が起こるたびに「自助・共助」の活動が大きく取り上
げられるように、安全に安心して暮していくためには、マンション
内だけでなく地域との良好な関係構築は欠かせません。
　そのためには、マンション建設時に分譲会社が近隣と締結した
協定（マンションに附随する公園、敷地内通路に関することなど）
の有無を確認し、その内容を把握しておくことは重要です。
　また、こどもたちや単身住まいの方の見守り活動の一環として、
日頃から「挨拶」をし、地域でお互いの顔を知っておくことは、防犯
や防災の面からも非常に役立ちます。
詳しくは  「Q&A集vol.３ コミュニティ編」P3-4／「Q&A集vol.5 再生編」P11-12

「サポ－トブックvol.6 自主防災活動」P8／「サポ－トブックvol.7 超高齢社会のマンションライフ」P7

（2）コミュニティ形成に向けた取組み
　マンションに住む人は所有者や賃借人などに関わらず、全
員が管理規約に則って共同の利益に反することがないよう注
意しなければなりません。
　お互いの顔が見える暮らし方は思いやりの心を育み、近隣
トラブルの軽減にも繋がります。
　そのため、住民間の交流を促すイベント（ふれあい喫茶や日
曜バザーなど）を開催し、多くの住民に参加を呼び掛けるなど、
できることから始めてみましょう。
　なお、管理組合の管理費については、マンションの資産価値
の向上がもたらされる活動に使途は限られますので、一部の
組合員のみに対象が限定される活動経費の支払いなどに管
理費を充当することがないように注意しましょう。

参考 管理組合と自治会に関しては、
「標準管理規約第27条関係コメント」（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

詳しくは  「Q&A集vol.３ コミュニティ編」P5-6／「Q&A集vol.4 会計と財務編」P7／「Q&A集vol.6 チェック編」P7-8
「サポ－トブックvol.2 新任役員」P10／「サポ－トブックvol.7 超高齢社会のマンションライフ」P7-8
「サポ－トブックvol.8 管理組合会計」P2

（6）税　金
管理上の課題と収益事業の展開
　住民の高齢化やニーズの変化に伴う空き駐車区画の増
加への対策として、一括して第三者に貸し出すサブリース
を実施している管理組合もあります。
　ただし、管理組合が共用部分の駐車場を外部に貸した
り、マンション屋上など共用部分に携帯電話基地局（アン
テナ）を設置するなどの収益事業を行うと、法人税等の申
告及び納税が必要になる場合があるため、注意が必要で
す。なお、駐車場の外部貸しをどのように行なうかによっ
て納税額は異なりますので、事前に税理士等の専門家に
確認するようにしましょう。
　収益事業を行えば管理組合は法人化されているか否か
に関わらず法人税の納税義務者となります。また、収入から
経費を差し引いた差額が黒字でなければ法人税は発生しま
せんが、法人府民税、法人市民税の均等割額については課
税されます。なお、収益事業の範囲について、国が３４の具
体的な事業を公表していますので、参考にしてください。

詳しくは  「Q&A集vol.4 会計と税務編」P11／「Q&A集vol.9 駐車場問題解決編」P10
「サポ－トブックvol.4 トラブル解決」P8／「サポ－トブックvol.8 管理組合会計」P10

給与、報酬の源泉所得税
　管理組合は所得税法上、法人とみなされ、源泉徴収義
務者です。そのため管理組合役員に報酬を支払っていれ
ば、給与に当たるとみなされ、源泉徴収が必要になる場合
があります。もし、その支払った報酬が実費弁償的な類で
給与でなければ、その都度か任期満了時に領収証を添え
て精算する必要があります。また、外部専門家として建築
士や税理士に業務を依頼した場合は、報酬料金としての
支払いになるため、管理組合に源泉徴収義務が生じます。

コミュニティ形成について5

4. 管理組合の会計について　前ページからの続き

参考 34の具体的な事業（収益事業の範囲）（国税庁）
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

収益
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災害対策について6

（1）災害に備えた準備
管理規約の整備
　災害等により総会の開催が困難な場合には、応急的な修繕工事の実施などを理事会に一任するこ
となどを管理規約に明記しておきましょう。

居住者名簿の整備
　住民の安否確認が迅速に行えるよう、要支援者情報も含めて居住者名
簿を整備することは大切です。個人情報保護法に配慮し、何の目的でどの
範囲までの情報を収集するのか明確にし、住民が納得したうえで居住者名
簿を整備するようにしましょう。

自主防災組織の結成
　マンションで自主防災組織を結成し、防災計画の作成、管理組合の備蓄品の点検、広報活動、避難
訓練などを行うようにしましょう。マンション内だけでなく、地域の救助活動も支援できるよう地域ぐ
るみの活動へも積極的に参加しましょう。

管理組合として備えておくと便利な備蓄品
　管理組合では、災害時に備え救援、救護などのための備蓄品を準備しておきましょう。また、管理組
合の倉庫の大きさにも限りがありますので、各戸では非常食、飲料水、ヘルメットのほか、おむつや常
備薬、衛生用品などを準備しておくようにしましょう。

【管理組合にとって、あると便利な備品】
1簡易用トイレ 2安否確認ステッカー 3バール 4ハンマ－
5救助用ロープ 6布担架 7階段運搬車 8AED（自動体外式除細動器）
9救急箱 ⓾シート型ホワイトボード �ハンドマイク �電池や充電器
�アルミシート �懐中電灯 �ランタン �自家発電機と燃料　など

避難訓練の実施
　消防訓練と合わせて実施するなど、避難訓練に参加する居住者をできるだけ増やす工夫をしましょう。
　また、住居内での避難生活の訓練など、様々なケースを想定した訓練を心がけましょう。

共用部分等に係る損害保険
　管理組合は、マンションに関わる損害保険に加入し、事故に際しては保険金を請求する業務があり
ます。損害保険は台風や水害などの天災を補償の範囲とするものが一般的ですが、「地震」に関して
は別途「地震保険」に加入する必要があります。

生活面での心構え
　災害発生後は、一定期間、様々なごみをどこかに一時的に保管しなければならないケースも想定さ
れるため、健康面や衛生面に配慮しつつ、ごみ出しのルールや集積場所などについて事前に決めてお
くようにしましょう。

参考 既存マンション向け　防災力向上アクションプラン策定マニュアル
〜マンションの防災力を高めよう〜（大阪市）
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000328319.html

詳しくは  「サポートブックvol.2 新任役員」P10／「サポートブックvol.6 自主防災活動」P4-9／「サポートブックvol.7 超高齢社会のマンションライフ」P9

（２）災害発生後の対応
住民の安否確認と建物等の損傷程度の確認
　携帯電話が不通になることを想定し、安否状況を記した（安
否確認ステッカー）を各住戸の玄関扉に貼りだすことは、自主
防災組織が人的被害の確認を速やかに行うのに有効な方法の
ひとつです。
　また、同時に建物等の損傷程度も確認し、マンション全体の
被害状況や危険個所を把握して住民に知らせ、二次災害を防
止することも重要です。

情報の共有
　災害時は、限られた情報のなかで生活を送ることを余儀なくされる可能性が高いため、マンション
内の居住者が集まる災害時活動場所などに掲示板等を設置して、各戸の安否確認情報、水や食料の
配給情報、ライフラインの復旧情報などを居住者間で共有するようにしましょう。

参考 既存マンション向け　防災力向上アクションプラン策定マニュアル
〜マンションの防災力を高めよう〜（大阪市）
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000328319.html

詳しくは  「サポートブックvol.6 自主防災活動」 P6・P8
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